
主  題 小売業（多店舗展開事業場）における労働災害防止等説明会 

開催日時 平成２９年７月２７日 開催場所 
長崎合同庁舎６階大会議室 

（長崎市岩川町１６－１６） 

参 加 者 

小売業で多店舗展開している

本社事業場の事業主、安全衛

生担当者など計２０名 

主  催 長崎労働基準監督署 

目  的 

 小売業における労働災害は、複数の店舗（多店舗）を展開する企業傘下の事業場でも

多く発生しており、当該店舗での労働災害を防止するためには、本社・本店主導による

事業場全体の安全衛生対策を推進し、かつ、各店舗へ水平展開することが有効であるこ

とから、管内の主要な多店舗展開事業場の本社・本店を対象として、小売業における安

全意識の高揚及び安全衛生対策の推進に係る労働災害防止等説明会を開催しました。 

概  要 

はじめに、長崎労働基準監督署長（楠本明彦）から「長期的に見ると労働災害は減少

していますが、小売業・社会福祉施設・飲食店などの第三次産業における労働災害は大

幅に増加しており、労働災害の更なる減少を実現するためには、第三次産業における労

働災害防止対策を、より活発に、より実効あるものにしていく取組が必要不可欠であり、

本日の説明や配布した資料を参考に全社的に取り組んでいただきたい。また、いわゆる

長時間・過重労働が社会問題として大きくクローズアップされており、労務管理につい

ても説明を行うので参考にしていただきたい。」との挨拶があり、その後、当署安全衛

生課職員から労働災害発生状況について説明を行いました。 

【署長挨拶】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【労働災害発生状況】 

 当署管内における労働災害は、全産業において、平成２５年から増加に転じており、

平成２８年は、休業４日以上の死傷者数が６１０人となっており、８年ぶりに６００人

を超えるという非常に憂慮すべき状況にあります。なお、労働災害を減少させるために

国が重点的に取り組む事項を定めた第１２次労働災害防止計画の目標達成も困難な状

況にあります。（表１） 

 また、小売業における労働災害は、休業４日以上の死傷者数が平成２８年には７８人

（死亡者はなし）と、前年の６２人から+１６人（+２５．８％）の大幅な増加となって

おり、こちらも憂慮すべき状況にあります。７８人の内訳を見ますと、通路や階段での

転倒災害、脚立等からの墜落・転落災害、食品加工用機械や包丁での切れ・こすれ災害、

重量物を持ち上げた際の腰痛災害、交通事故などが多く発生しています。（表２） 



【表１】 

 

【表２】 
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続いて、厚生労働省が平成２９年１月より第三次産業における労働災害の防止対策と

して、「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」（以下、「安全推進運動」と

いう。）を関係団体と連携して展開しており、この安全推進運動の詳細と具体的な労働

災害防止対策について説明を行いました。 

【安全推進運動及び労働災害防止対策】 

 安全推進運動については、リーフレット（別添）に沿って説明を行いました。 

 小売業では、多くの店舗を展開している企業本社・本店が主導して、店舗の安全衛生

活動について全社的に取り組むことが非常に重要です。 

 本社・本店では、安全衛生方針の表明、作業マニュアルの作成、全社的な労働災害発

生状況の把握・分析及び安全衛生担当者の配置確認などを行い、各店舗では、４Ｓ（整

理・整頓・清掃・清潔）活動、ＫＹ（危険予知）活動及び労働者への安全衛生教育など

を行う必要があります。 

 具体的な労働災害防止対策として、 

 ・安全衛生管理活動の方法 

・安全衛生管理体制の確立 

 ・ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト 

 ・危険の「見える化」で作業の安全を！ 

 ・健康診断の実施～労働者の健康確保～ 

 ・ストレスチェック制度 

 ・災害事例（アニメーション） 

 ・映像教材「滑りによる転倒災害を防止しましょう」 

 ・労災かくし   など 

について、リーフレット等を使用して説明しました。なお、説明会で使用したリーフ

レットの一部は厚生労働省及び長崎労働局のホームページからダウンロード可能です。 

 最後に、一般労働条件について、当署方面の職員から説明を行いました。 

【一般労働条件】 

 ・労働基準法の基礎知識 

 ・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 

 ・時間外労働の限度に関する基準 

 

【監督署より】 

 小売業での労働災害が増加している要因としては、人手不足や労働者の高齢化など

の要因のほか、転倒災害、腰痛災害など行動災害によるものが多く、事業場の取組が

進んでいないこと、店舗の安全衛生管理体制を見ると安全衛生担当者が不在であるな

ど店舗単位での安全衛生活動が低調である中で、店舗の活動をサポートすべき本社・

本店の取組が不十分であることが指摘されています。 

 そのため、長崎労働基準監督署では多店舗展開を行っている事業場の本社・本店及

び各店舗に対してこのような説明会の開催や個別の指導等を行うことにより、本社・

本店及び各店舗での安全衛生対策の推進を図り、小売業での労働災害が大幅に減少し、

第１２次労働災害防止計画の目標達成に向けて今後も取組を進めて行きます。 

 また、出席者に対して実施したアンケート結果（別添）を参考にさせていただき、

取組を進めて行きます。 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/0000146227.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/anzen-eisei/201708/kekka-17082801.pdf

